
広島中央環境衛生組合監査公表第２号 

 

 

地方自治法第１９９条第１２項の規定により、広島中央環境衛生組合管理者から令和元年度

定例監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を次のとお

り公表する。 

 

 

令和２年３月２４日 

 

 

広島中央環境衛生組合監査委員 水 戸   晃 

同              越 田 賢 一 

同              岡 田 育 三 

 

 

定例監査の監査結果に基づく措置について 

 

 

１ 監査の対象 

対 象 課 等 監査結果報告提出年月日 措置事項通知年月日 

業務２課 
令和元年１２月５日 

（広中環監第１６号） 

令和２年２月２５日 

（広中環総第３６号） 

業務３課 
令和元年１２月５日 

（広中環監第１６号） 

令和２年２月２５日 

（広中環総第３６号） 

 

２ 監査の実施期間 

  令和元年９月１９日から令和元年１０月２４日まで 

 

 

３ 監査の結果（指摘事項）及び措置の内容 

（１）業務２課 

監 査 の 結 果 （ 指 摘 要 望 事 項 ） 措 置 の 内 容 

１ 契約事務 

（１）広島中央環境衛生組合業務委託に関する

監督及び検査事務取扱要綱に基づき、調査

員を受託者に調査員通知書により通知し

なければならないが、起案等が見当たらな

いものがあった。取扱要綱に基づき適正な

事務処理に努められたい。 

 

広島中央環境衛生組合業務委託に関する監

督及び検査事務取扱要綱第３条及び第８条の

規定に基づき行う調査員通知及び検査結果の

報告について、正副担当者相互に確認し、適正

に通知するよう改めました。 

 



（２）作業立会や材料確認等を実施した立会

書、確認書、材料確認書等があるが、そ

の書類に担当者の押印や記名等がないも

のがあった。事実関係を確認する書類で

あるので、適正に処理されたい。 

 

（３）相手方から受領した届出書や書類（見

積内訳）に金額の誤りがあるものがあっ

た。受領時に内容等を確認し、疑義があ

る場合は速やかに確認するようにされた

い。 

 

（４）契約保証金において、広島中央環境衛生

組合契約規則の例による東広島市契約規

則の前２年度の実績に基づき契約保証金

を免除しているもので、東広島市の物品調

達等及び委託役務契約における契約保証

に関する事務処理要領にて「規模を同等以

上とする契約」は「締結しようとする契約

に係る契約金額の８割以上の契約」となっ

ているが、前年度実績が８割に達していな

いものを免除していた。起案に実績額が８

割以上である旨などを記載するなどして

契約規則や事務処理要領に基づき適正な

事務処理に努められたい。 

 

（５）契約書の仕様書の部分払いの記述で１１

月と１２月の記述が漏れていたが、その月

も含めて毎月部分払いが実施されていた。

また、支出負担行為に添付されていた仕様

書が契約書のものと異なっていた。支払い

の根拠であるので、思い込みなどで事務を

行わず、確認して適正な事務処理をするよ

うにされたい。 

 

２ 支払事務 

（１）支出命令書を確認したところ、支出命令

額と請求書中の請求額が異なるものがあ

った。支出命令額が契約金額と一致してい

たため支払額は誤っていなかったが、請求

立会書、確認書、材料確認書等について、決

裁時又は回覧時に課長による確認をおこない、

立会者又は調査員の記名、押印について遺漏の

無いよう改めました。 

 

 

相手方から受領した届出書や見積内訳につ

いて、受領後速やかに確認することとし、疑義

が生じた場合は確認又は再提出させるように

改めました。 

 

 

契約事務については、広島中央環境衛生組合

契約規則や東広島市の物品調達等及び委託役

務契約における契約保証に関する事務処理要

領についても熟読し、疑義が生じた場合は、総

務課に問い合わせるなどにより、適正な事務処

理を行うように改めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約締結に係る押印時の照合を課長が行う

こととし、契約書、仕様書その他関係書類につ

いて、齟齬が生じないよう確認する体制に改め

ました。 

 

 

 

 

 

 

請求書受領時に速やかに誤りが無いか確認

することとし、副担当者においても金額、氏名、

請求内訳等誤りがないか確認する体制を築き、

課長及び係長の決裁時についてもよく確認を



書を受理した際は適正な請求書であるか

の確認をし、適正な事務処理に努められた

い。 

 

（２）支出命令書を確認したところ、委託料に

おいて会計管理者の決裁が必要な３０万

円以上の支払いがあったが、決裁区分が総

務課長決裁となっており、会計管理者の決

裁となっていないものがあった。広島中央

環境衛生組合会計管理者事務決裁規程に

基づき、適正な事務処理に努められたい。 

行うよう改めました。 

 

 

 

今後は、広島中央環境衛生組合職務権限規程

のみならず、広島中央環境衛生組合会計管理者

事務決裁規程についても熟読し、適正な事務の

執行に努めるよう改めました。 

 

 

 

（２）業務３課 

監 査 の 結 果 （ 指 摘 要 望 事 項 ） 措 置 の 内 容 

１ 契約事務 

（１）起案を確認したところ、決裁日や施行日

の記入等が漏れているものがあった。広島

中央環境衛生組合文書事務取扱規程に基づ

き適正な事務処理に努められたい。 

 

（２）起案を確認したところ、公印承認の押印

が重印となっているものがあった。広島中

央環境衛生組合公印規程に基づき、適正な

事務処理に努められたい。 

 

（３）委託業務において、業務担当（実施）責

任者が死亡していたが、業務担当（実施）

責任者の変更届がなかった。代表者でもあ

ったため、代表者変更届は受領していたが、

業務担当（実施）責任者の変更届の提出を

受ける必要があった。業務委託契約約款に

基づいた届出をするように連絡するなど適

正な事務処理に努められたい。 

 

（４）設計書において、小計などで合計が１円

合わないものがあった。契約を決定する際

の金額決定に重要な書類であるので、留意

して作成されたい。また、端数調整などを

組合内での取り扱いを統一するなどして、

 

起案文書に記載する事項については、広島中央

環境衛生組合文書事務取扱規程に基づく事務を

行うように改めました。 

 

 

公印押印の承認手続きについては、広島中央環

境衛生組合公印規程に基づき、総務課による公印

押印承認が適正にされていることを確認する体

制に改めました。 

 

委託業務における届出書類については、契約期

間中に届出事項の変更があった場合、委託業務契

約約款に基づく必要な届出の提出を受注者へ求

め、適正な契約事務となるように改めました。 

 

 

 

 

 

設計書の作成については、端数調整なども含め

た計算誤謬を防ぐため、適正な事務処理となるよ

うに職員の認識を改めました。また、組合内で統

一的なシステムによる対応についても検討しま

す。 



適正な事務処理に努められたい。 

 

（５）検査調書において、完了届の日付が誤っ

ているものがあった。書類の作成に注意さ

れたい。 

 

（６）契約書の収入印紙について、金額が正し

くないものがあった。受領時に確認して適

正な事務処理に努められたい。 

 

 

 

検査調書の作成にあたっては、日付等記載事項

について課内でのチェック体制を強化し、適正な

事務処理となるように改めました。 

 

契約書の収入印紙の金額については、契約書受

領時に印紙税法に規定された収入印紙が貼付さ

れているかを確認する体制に改めました。 

 

 

 

 


